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令和４年１月２７日判決言渡 

令和３年（ネ）第１００１８号 不正競争行為差止等請求控訴事件（原審・東京地

方裁判所平成３０年（ワ）第３７８９号） 

口頭弁論終結日 令和３年１０月４日 

判          決 5 

 

控 訴 人        株式会社北の達人コーポレー 

ション 

 

同訴訟代理人弁護士        鮫   島   正   洋 10 

同                高   橋   正   憲 

   

    被 控 訴 人        株式会社はぐくみプラス  

     

    同訴訟代理人弁護士        杉   田   昌   平 15 

    同訴訟代理人弁理士        佐   藤   英   昭 

主          文 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

２ 被控訴人は，控訴人に対し，６８９０万０８５３円並びにうち６１４８万９

０６４円に対する平成３０年３月２３日から，うち１１３万５４７４円に対す20 

る同月３１日から，うち９７万７０７６円に対する同年４月３０日から，うち

８４万００２２円に対する同年５月３１日から，うち８４万４０１３円に対す

る同年６月３０日から，うち７９万１９０５円に対する同年７月３１日から，

うち８０万０５８０円に対する同年８月３１日から，うち５８万７５９７円に

対する同年９月３０日から，うち７７万９５７７円に対する同年１０月３１日25 

から及びうち６５万５５４５円に対する同年１１月３０日から各支払済みま
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で，それぞれ年５分の割合による金員を支払え。 

３ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 

４ 訴訟費用は，第一，二審を通じてこれを１００分し，その９４を控訴人の負

担とし，その余を被控訴人の負担とする。 

５ この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。 5 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

２ 被控訴人は，被控訴人の取引先その他の第三者に対し，別紙物件目録記載の

商品について，別紙信用毀損行為目録記載の虚偽の事実を告知又は流布しては10 

ならない。 

３ 被控訴人は，控訴人に対し，１１億１８４４万３４４４円及びこれに対する

平成３０年３月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 

 １ 事案の概要 15 

  (1) 本件は，控訴人が被控訴人に対し，被控訴人が①別紙物件目録記載の商品

（以下「被告商品」という。）の品質について誤認させるような表示をし（不

正競争防止法（以下「不競法」という。）２条１項２０号），また，②競争関

係にある控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するなどして（不

競法２条１項２１号），控訴人の営業上の利益を侵害したと主張して，次の各20 

請求をする事案である。 

ア 不競法３条１項に基づき，被告商品の広告又は取引に用いる書類等に別

紙誤認表示目録記載の表示（以下「本件表示」という。）をする行為の差止

めを求める請求 

イ 不競法３条２項に基づき，被告商品の広告又は取引に用いる書類等にお25 

ける本件表示の抹消を求める請求 
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ウ 不競法３条１項に基づき，被告商品について，別紙信用毀損行為目録記

載の虚偽事実（以下「本件虚偽事実」という。）を被控訴人の取引先その他

の第三者に対して告知又は流布する行為の差止めを求める請求 

エ 不競法３条２項に基づき，被控訴人が既に配布した別紙文書目録記載１

及び２の各文書（以下，同目録の番号に従い「本件文書１」及び「本件文5 

書２」といい，併せて「本件各文書」と総称する。）のうち本件表示部分及

び本件虚偽事実部分の回収を求める請求 

オ 不競法４条及び民法７０９条に基づき，被控訴人による品質誤認表示行

為及び信用毀損行為によって被った控訴人の損害合計１１億１８４４万

３４４４円及びこれに対する平成３０年３月２３日（本件訴状送達の日の10 

翌日）から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号による改正前のも

の。以下同じ。）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める請求 

(2) 原審は，控訴人が主張する品質誤認表示について，その一部につき被控訴

人による品質誤認表示行為があったと認め，上記⑴オの請求のうち１８３５

万７８０３円及び遅延損害金の支払の限度で控訴人の請求を認容したが，上15 

記⑴アないしエの請求については，将来において被控訴人が同様の品質誤認

表示行為をする蓋然性があるとは認められないとして，ア及びイの各請求並

びにエの請求のうち本件表示部分に係る請求を棄却するとともに，控訴人が

主張する信用毀損行為については，被控訴人による信用毀損行為があったと

は認められないとして，上記⑴の請求のうち，ウの請求，エの請求のうち本20 

件虚偽事実部分に係る請求及びオの請求のうち信用毀損行為を理由とする請

求を棄却した。  

(3) 控訴人は，原判決の上記(1)ウ及びオの各請求に係る判断に不服があると

して，本件控訴を提起した。当審における実質的な争点は，被控訴人による

信用毀損行為の有無及び控訴人の損害額である。 25 

２ 前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張 
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前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり原判決を補正

し，後記３のとおり当審における補充主張を付加するほかは，原判決「事実及

び理由」の第２の１及び２（原判決３頁１４行目ないし１４頁７行目）に記載

のとおりであるから，これを引用する。 

  (1) 原判決４頁１５行目の「記載した」を「記載させた」に改める。 5 

  (2) 原判決５頁２５行目の「書面」の後に「（以下「本件通知書」という。）」

を加える。 

  (3) 原判決７頁１７行目の「被告が現に行った表示」の後に「（「１００％高純

度のオリゴ糖」及び「１００％高純度」以外の本件表示）」を加える。 

  (4) 原判決８頁７行目冒頭から８行目末尾までを削除する。 10 

  (5) 原判決１０頁２３行目の「被告の本件表示行為」を「被告表示をしたこと」

に改める。 

  (6) 原判決１１頁１３行目の「前記第２の１(4)」を「前記第２の１(3)」に改

める。 

  (7) 原判決１４頁５行目末尾に「また，被控訴人は，将来，現にしている表示15 

のほか「１００％高純度のオリゴ糖」，「１００％高純度」という表示をする

蓋然性があるから，本件表示の差止めを求める必要性がある。」を加える。 

３ 当審における補充主張 

(1) 争点②（被控訴人が信用毀損行為を行ったか。）について 

〔控訴人の主張〕 20 

ア 本件イベントにおける被控訴人従業員の発言について 

(ア) 控訴人の従業員であるＡ（以下「Ａ」という。）の証人尋問における

供述は，当時の状況等を詳細に述べるものであり，次の(イ)ないし(エ)

の客観的資料とも一致し，信用することができるから，平成２８年１０

月８日に渋谷で開催されたイベント「Ａ８Ｆｅｓｔｉｖａｌ」（以下「本25 

件イベント」という。）において，２０歳代くらいの被控訴人の女性従業
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員（以下「被控訴人従業員」という。）が，Ａの陳述書（甲５４）に記載

された内容の発言をし，控訴人の信用を毀損する行為をしたものと認め

られる。 

  (イ) Ａが作成した他社レポート（甲５７。以下「本件レポート」という。）

は，本件イベントの直後に作成されたものであること，控訴人において5 

は正確な出張報告を義務付けていたこと，Ａが本件イベントに参加した

目的は他社製品の調査であったことなどからすれば，事実を正確に表し

たものといえる。 

  (ウ) 控訴人は，事実関係を慎重に調査した上で，被控訴人に対して本件

通知書を送付した。そして，被控訴人の当時の代理人弁護士が作成した10 

本件回答書面は，本件通知書において具体的に指摘された被控訴人従業

員の発言を認める内容であった。被控訴人は，本件回答書面の内容は真

実ではなく，何でもよいから穏便に解決したいという被控訴人の意向に

沿って作成されたものにすぎない旨主張するが，そのような対応は弁護

士の実務慣行に反する。 15 

  (エ) 被控訴人は，新聞社のインタビューに対しても，被控訴人従業員が

「オリゴ糖１００％」等の発言をしたことを認めた。被控訴人は，紛争

を避けることを優先し，とりあえず謝るという対応をしたものである旨

主張するが，上記インタビューは，本件訴訟提起後に行われたものであ

る。 20 

 イ 本件各文書の配布について 

   本件各文書が配布されたイベントに出展した広告主のうち，被告商品と

競合する高純度オリゴ糖食品を販売していたのは控訴人のみであること，

被控訴人は，原告商品と被告商品とが競合していることを認めていること，

イベントに参加するアフィリエーターを基準とすれば，本件各文書におい25 

て被控訴人が「競合他社商品」又は「他社商品」と指摘するのは，原告商
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品以外には考えられないことからすれば，本件各文書は，原告商品がオリ

ゴ糖１００％ではなく，オリゴ糖純度の点で被告商品に劣っていることを

指摘するものといえる。 

   したがって，本件各文書の配布は，控訴人の信用を毀損する行為といえ

る。 5 

〔被控訴人の主張〕 

ア 本件イベントにおける被控訴人従業員の発言について 

(ア) 当時，控訴人が競合企業である被控訴人に対して法的権利主張を行

うことを考えていたことからすれば，競合製品について調査する意図で

本件イベントに参加したＡが作成した陳述書及び本件レポートは，客観10 

性・公平性に欠けるものであり，信用することはできない。 

(イ) 被控訴人は，事実関係よりも紛争を回避することを優先し，とりあ

えず謝るという対応をすることとして，本件回答書面を作成したもので

ある。被控訴人代表者は３０代であり，企業での業務経験もなく，実務

慣行に捉われずに自らの独創性に基づき会社を興した者であるから，実15 

務慣行に反するという控訴人の主張は当てはまらない。 

また，控訴人が指摘する新聞記事は，その記載内容から信用毀損行為

を認定することはできないし，仮に記載されているような事実関係があ

ったとしても，本件回答書面と同様に，とりあえず謝るという対応をし

たにすぎない。 20 

    (ウ) 証人尋問におけるＡの供述によっても，Ａは，控訴人の業務として

本件イベントに参加したものである上，アフィリエーターであると身分

を偽って競合他社の情報を収集していたことからすれば，控訴人に有利

な情報を恣意的に収集する可能性が極めて高いから，その供述は信用性

に欠ける。また，証人尋問におけるＡの供述内容は，被控訴人ブース周25 

辺にいたアフィリエーターの人数に関する供述が陳述書とは異なる上，
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被控訴人従業員が原告商品について言及したことに関する供述に不自然

な点があることなどからすれば，信用することができない。 

イ 本件各文書の配布について 

アフィリエーターにとっては，インターネット又はそれと代替し得る店

舗での販売も含め，競合製品の販売経路に存在する製品が全て「競合他社5 

製品」であるから，アフィリエーターが本件イベントに出展している事業

者のみを「競合他社」と想定することはあり得ない。したがって，本件各

文書における「競合他社」との用語が，直ちに控訴人を意味することには

ならない。 

(2) 争点④（損害の発生及び額）について 10 

〔控訴人の主張〕 

   ア 売上高について 

    (ア) 未収金の控除について 

      未収金は，会計上，売上げに算入すべきものである上，被控訴人の債

権回収能力の稚拙さを控訴人に付け回すのは相当でないから，売上金額15 

から控除すべきではない。 

    (イ) 消費税相当額の加算について 

      消費税法に係る国税庁の基本通達（甲６５。以下「消費税法基本通達」

という。）によれば，知的財産権侵害に係る損害賠償金は消費税の課税対

象となるところ，侵害者利益額から消費税分を控除すると権利者の得べ20 

かりし利益に二重に課税されることとなるから，売上金額は，消費税込

みの金額とすべきである。また，売上高から控除する原価や送料等の費

目を消費税込みで認定するのであれば，売上金額についても消費税込み

の金額を認定すべきである。 

   イ 控除すべき経費について 25 

(ア) 被控訴人が売上高から控除すべきと主張する送料，支払手数料及び
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広告費の裏付資料として原審で提出された乙３６ないし乙３８に記載

された金額は，他の客観的資料によって確認できるものではない。また，

被控訴人は，被告商品の他に少なくとも１３商品を販売しているところ，

被控訴人が提出する証拠に記載された費用が，被告商品に係る費用であ

るか不明である。したがって，上記各費目については，売上高から控除5 

すべきではない。 

(イ) 被控訴人が当審において新たに提出した証拠は，被控訴人自身が作

成した書面であったり，いずれが被告商品の販売に要した費用なのかが

不明であったりするから，これらの証拠をもって，被控訴人が主張する

費用が，被告商品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費10 

に当たるものとはいえない。 

   ウ 覆滅事由について 

    (ア) 被控訴人の表示態様について 

      被控訴人の広告は，アフィリエーターに違法表示を含むインパクトの

ある広告をさせて顧客を誘引する点に特徴を有する。そして，消費者が15 

商品を検索して最初に目にするのは，アフィリエーターの広告サイトで

の表示であることからすれば，同表示は消費者に重大な影響を与えるも

のといえる。そして，被告商品に係るアフィリエーターの広告サイトに

おいては，オリゴ糖の純度が重要である点が強調され，被告商品を紹介

する部分においても製品の特徴としてオリゴ糖１００％である点が最も20 

強調されている上，対比する原告商品についてもオリゴ糖１００％では

ない点が強調して表示されている。 

      以上の事情を考慮すると，被控訴人がオリゴ糖１００％以外の点につ

いても被告商品の特徴であると宣伝広告していた点を，覆滅の根拠とす

べきではない。 25 

    (イ) 競合品について 



 

9 

      乙５９は，抽象的にオリゴ糖を含有する広範なオリゴ糖類食品市場に

おける企業別シェアを示す資料にすぎないから，これを根拠として製品

別のシェアを認定することはできない。また，覆滅事由として考慮すべ

き競合品に該当するか否かは，需要者が着目する特徴において代替可能

性のある商品であるか否かをメルクマールとして判断すべきであるとこ5 

ろ，乙５９に記載された１３商品は，そのほとんどが甘味料として販売

されていること，価格帯が低価格帯であること，甘味料としての性質上，

オリゴ糖を高純度にしたり，複数のオリゴ糖を含有したりする必要がな

いことなど，甘味料ではなく便通改善目的の商品である原告商品及び被

告商品が有する特徴を有しておらず，代替性がない。 10 

仮に，上記１３商品に原告商品と競合するものがあるとしても，それ

は３商品に限られるから，原告商品の市場占有率は８１．５％となる。     

    (ウ) アンケート結果について 

被控訴人が実施したアンケートは，被告商品の購入動機を問うもので

はないこと，回収率が低く購入者全体の傾向を表すものではないこと，15 

実施主体及び回収・集計者が利害関係人であり公正さを欠くことなどか

らすれば，その結果を信用することはできない。 

〔被控訴人の主張〕 

   ア 売上高について 

    (ア) 未収金の控除について 20 

      未収金は，後払方式を併用する通信販売において必然的に発生するも

のであり，被控訴人に落ち度があるものではないから，売上金額から控

除すべきである。 

    (イ) 消費税相当額の加算について 

      本件は，被控訴人の誤認惹起行為に対する損害賠償であり，消費税法25 

基本通達にいう「その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価」に該
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当するものではないから，原則どおり，消費税の対象となるものではな

い。また，不正競争行為による損害は，最終的に消費税を含まない金額

となるものである上，不競法５条２項にいう「その者がその侵害の行為

により利益を受けているとき」とは，侵害者が実際上利益を受けている

ことをいうから，売上げには消費税相当額を加算せず，控除すべき費目5 

には消費税相当額を加算することとしても，誤りではない。 

   イ 控除すべき経費について 

     送料，手数料及び広告費については，原審において提出した証拠（乙３

６ないし３８）の原資料を当審において新たに証拠として提出した（乙８

５ないし９３，９５ないし９８）。これらの証拠により，各費目の金額が裏10 

付けられる。 

   ウ 覆滅事由について 

    (ア) 被控訴人の表示態様について 

      アフィリエーターが作成しているのは，被控訴人のウェブサイトへの

リンクでしかなく，消費者は，詳細な情報が掲載された被控訴人のウェ15 

ブサイトを閲覧して被告商品を購入するか否かを決めている。したがっ

て，アフィリエーターによる表示は，消費者に対して重大な影響を与え

るものではない。 

    (イ) 競合品について 

      インターネット上において，原告商品及び被告商品は多数の競合製品20 

と比較されながら販売されている上，競合関係にある多様なオリゴ糖製

品がオリゴ糖類食品市場を構成している状況にある。 

    (ウ) アンケート結果について 

      被控訴人が実施したアンケートは，本件訴訟とは無関係に実施された

ものであるから，購入の傾向を理解するには十分な証明力があるものと25 

いえる。 
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第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点①（被控訴人が品質誤認表示行為を行ったか。）について 

当裁判所も，原審と同様に，被控訴人は，平成２６年７月から平成３０年１

１月までの間，故意により，被告商品の品質について誤認させるような表示を

して被告商品を販売していたと認められるものと判断する。 5 

その理由は，以下のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」

の第３の１及び２（原判決１４頁９行目ないし２２頁１２行目）に記載のとお

りであるから，これを引用する。 

  (1) 原判決１４頁２２行目の「それぞれに」を「それぞれが」に改める。 

  (2) 原判決１５頁２３行目の「その説明等の後に，」を「上記サイトには，」に10 

改める。 

  (3) 原判決１６頁３行目の「通り」を「巡り」に改める。 

  (4) 原判決１６頁８行目の「甲１０，１３」の後に「，３０」を加える。 

  (5) 原判決１９頁１３行目ないし１４行目の「『オリゴ糖 １００パーセント』」

の後に「，『オリゴ糖 １００』」を加える。 15 

  (6) 原判決２０頁１５行目の末尾に次のとおり加える。 

    「そして，前記第２の１(2)によれば，本件行為１ないし７には，いずれも

上記(1)において検討した被告商品の品質について誤認させるような表示が

含まれるものと認められる（以下，これらの表示を「本件品質誤認表示」と

いう。）。」 20 

  (7) 原判決２０頁１９行目ないし２０行目の「被告表示」を「本件品質誤認表

示」に改める。 

(8) 原判決２１頁１行目の「被告商品の」ないし３行目の「ということがあ

る。）」を「本件品質誤認表示」に改める。 

(9) 原判決２１頁１４行目，１７行目及び２０行目の「被告表示」並びに２１25 

頁２１行目の「上記の行為」をいずれも「本件品質誤認表示」に改める。 
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(10) 原判決２１頁２５行目の「他方，」から２２頁１２行目末尾までを削る。 

２ 争点②（被控訴人が信用毀損行為を行ったか。）について 

当裁判所は，原審とは異なり，本件イベントにおける被控訴人従業員の発言

は，控訴人の信用を毀損する行為に当たるものと判断する。その理由は以下の

とおりである（原判決２２頁１４行目ないし２５頁１１行目を以下のとおり改5 

める。）。 

(1) 本件イベントにおける被控訴人従業員の発言について 

ア 認定事実 

Ａの陳述書（甲５４，８５）及び当審におけるＡの証人尋問の結果に加

え，各文末に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認めら10 

れる。 

  (ア) 本件イベントは，平成２８年１０月８日，ファンコミュニケーショ

ンズが運営するアフィリエイトプログラム代行サービス「Ａ８．ｎｅｔ」

が主催して開催されたイベントであり，広告主である企業が，それぞれ

のブースにおいて，アフィリエーターに対して商品の説明等をするとい15 

うものであった。本件イベントには，控訴人及び被控訴人も含めて合計

７６のブースが出展し，当日のアフィリエーターの合計入場者数は，２

０８７人であった。（甲２０，２１の１，乙４７） 

(イ) 当時，他社の動向等を調査することなどを主な業務とするセールス

マーケティング部に所属していたＡは，他の従業員と共に本件イベント20 

に参加した。Ａは，他社がアフィリエーターに対してしか説明しないよ

うな内容も調査するために，アフィリエーターとして本件イベントに参

加した。（甲５６，５７，５９） 

(ウ) Ａが，原告商品と競合する被告商品に関する説明を聞くために，被

控訴人ブースを訪れたところ，被控訴人従業員がアフィリエーターに対25 

して被告商品の説明をしていた。この説明の中で，被控訴人従業員は，
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「カイテキオリゴ」という原告商品の名称を挙げながら，原告商品はオ

リゴ糖１００％ではないが，被告商品はオリゴ糖１００％なので良い商

品である，原告商品は少し糖度が低い，被告商品は妊婦や乳児向けの商

品であるなどと説明していた。（被控訴人ブースにつき，乙９４） 

 そこで，Ａは，詳しく話を聞くために，被控訴人従業員に近づき，原5 

告商品と被告商品との違いをより詳しく説明してほしいと依頼した。こ

れに対し，被控訴人従業員は，原告商品はオリゴ糖１００％ではないが，

被告商品はオリゴ糖１００％なので，被告商品の方が良い商品である，

原告商品はカテゴリーを絞ったことによって売上げが１位となっている

が，カテゴリーを絞ればどの商品でも売上げ１位と言えるのではないか10 

などと説明した。 

 上記のやり取りがされている間，被控訴人ブースの周辺には，５名な

いし１０名のアフィリエーターがいた。 

(エ) 本件イベントへの参加報告として，Ａは，控訴人に対し，平成２８

年１０月１７日，本件レポートを提出した。本件レポートの「所感」欄15 

には，次のとおり記載されていた。（甲５６，５７） 

「かなり当社にライバル意識があるらしく，名前を出しただけで顔が

変わりました。『カイテキオリゴ』との違いを聞いてみると，『向こうは

１００％じゃないので（笑）こちらは純度が非常に高いです。』『オリゴ

糖１００％なので，特に赤ちゃんや妊婦さんに効果が高いのが売りです。』20 

『『カイテキオリゴ』は売上１位と言ってますが，そんなのカテゴリを絞

ればいくらでも言えるじゃないですか。』『向こうは客層の幅が広い分，

効果はどうなんでしょうねえ。。。』と敵意むき出しでした。」 

    (オ) その後，Ａが本件レポートに記載した内容について報告を受けた控

訴人代表者は，被控訴人に対し，平成２８年１１月２日付けで本件通知25 

書を送付した。本件通知書には，次のとおり記載されていた。（甲３） 
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「貴社が，平成２８年１０月８日，渋谷ヒカリエにおけるＡ８フェス

ティバル２０１６において，『カイテキオリゴはオリゴ糖１００％じゃな

い，はぐくみオリゴはその点良品で１００％』などと当社の商品に関し

虚偽の事実を申し述べたとの情報に接しております。」 

    (カ) 本件通知書の送付を受けた被控訴人は，控訴人に対し，平成２８年5 

１１月１６日付けで本件回答書面を送付した。本件回答書面には，次の

とおり記載されていた。（甲４の１） 

      「まず，平成２８年１０月８日の渋谷ヒカリエにおける当社社員の発

言を問題にされている件ですが，確かに一部社員にてご指摘のような発

言があったようです。はぐくみオリゴはオリゴ糖１００％というのは正10 

確ではなく，この前提での比較は不適切でした。本書にてお詫び申し上

げるとともに，再発防止を誓います。」 

    (キ) 平成３０年３月１日付けの日本流通産業新聞には，控訴人が本件訴

えを提起したことに関する記事（以下「本件記事」という。）が掲載され

たた。本件記事においては，「アフィリエーター向けのイベントで新人社15 

員が『オリゴ糖１００％』などの発言をしてしまったのは事実。」等の被

控訴人の担当者のコメント（以下「本件コメント」という。）が紹介され

た。（甲４５） 

 イ 検討 

(ア) 上記アの認定事実(ウ)によれば，本件イベントにおいて，被控訴人20 

従業員は，被告商品の競合品である原告商品の名称を挙げつつ，原告商

品はオリゴ糖１００％ではないが，被告商品はオリゴ糖１００％であり，

被告商品の方が良い商品である旨の説明（以下「本件説明」という。）を

したものと認められる。前記１（争点①）において検討したとおり，本

件イベント当時の原告商品のオリゴ糖の配合割合は約７０％であり，被25 

告商品のオリゴ糖の配合割合は約５３％であったことからすれば，本件



 

15 

説明は，原告商品のオリゴ糖の配合割合が１００％ではないとした部分

それ自体は虚偽でないとしても，被告商品のオリゴ糖の配合割合が１０

０％であることを前提に原告商品と被告商品とを比較し，原告商品より

も被告商品の方がオリゴ糖の配合割合が高いなどと説明したものであ

り，全体としてみれば虚偽の事実であることは明らかである。 5 

そして，原告商品及び被告商品は，いずれもオリゴ糖含有食品であり，

オリゴ糖の配合割合が高いことを主なセールスポイントとする商品であ

ることからすれば，本件説明は，原告商品は被告商品よりもオリゴ糖の

配合割合が低く，オリゴ糖含有食品としての品質が劣る商品であるとの

印象を与えるものであったといえる。 10 

 以上によれば，本件説明の内容は，競争関係にある控訴人の営業上の

信用を害する虚偽の事実というべきである。 

(イ) そして，上記アの認定事実(ア)及び(ウ)のとおり，本件イベントは

多数のアフィリエーターが訪れるイベントであったこと，本件説明がさ

れている間，被控訴人ブースの周辺には５名ないし１０名のアフィリエ15 

ーターがいたことからすれば，本件説明は，Ａ以外のアフィリエーター

も聞くことができる状況においてされたものといえる。 

(ウ) 以上によれば，本件説明は，「競争関係にある他人の営業上の信用を

害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」（不競法２条１項２１号）

に該当するものと認めるのが相当である（以下「本件信用毀損行為」と20 

いう。）。 

ウ Ａの供述の信用性について 

被控訴人は，Ａの供述は信用することができない旨主張するが，以下の

とおり，本件説明に係るＡの供述は，客観的資料によって裏付けられるも

のであり（(ア)ないし(ウ)），供述内容に不自然，不合理な点は見当たらな25 

いというべきである（(エ)）から，全体として信用することができる。 
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 (ア) 本件レポートによる裏付け 

ａ 上記アの認定事実(エ)のとおり，本件レポートには，被控訴人従業

員が本件説明をした旨が記載されていることからすれば，Ａの供述は，

本件レポートによって客観的に裏付けられるものといえる。 

ｂ 被控訴人は，本件レポートにつき，Ａが本件イベントに参加した目5 

的等からすれば，客観性・公平性に欠けるものである旨主張する。 

しかしながら，上記アの認定事実(イ)によれば，Ａは，他社の動向

を調査するために，他社のブースにおいてどのような説明等がされて

いるかを調査する目的で本件イベントに参加したものであって，虚偽

の内容を含むなど問題のある説明等がされていないかを調査すること10 

を目的としていたものではないというべきである。また，本件レポー

トを提出した際のメールの文面（甲５６）や本件レポートの内容をみ

ても，Ａは，被控訴人の控訴人に対するライバル意識の有無等につい

て受けた印象を報告しようとしたものにすぎず，本件説明に虚偽の内

容が含まれている旨を報告しようとしたものとはうかがわれない。こ15 

れらの事情を考慮すると，本件レポートは，「顔が変わりました。」，「敵

意むき出しでした。」などのＡの主観的な感想部分についてはともかく，

被控訴人従業員の発言内容それ自体に関する部分については，客観的

に記録されているものとみるのが相当である。 

以上によれば，本件レポートは，本件説明に係るＡの供述を裏付け20 

る資料としての客観性・公平性を欠くものではないというべきである。 

したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。 

(イ) 本件通知書及び本件回答書面による裏付け 

ａ 上記アの認定事実(オ)及び(カ)のとおりの本件通知書及び本件回答

書面の記載内容によれば，本件回答書面の「確かに一部社員にてご指25 

摘のような発言があったようです。」との記載における「ご指摘のよう



 

17 

な発言」とは，本件通知書の「『カイテキオリゴはオリゴ糖１００％じ

ゃない，はぐくみオリゴはその点良品で１００％』」との記載を受けた

ものであることは明らかであり，また，このことは，本件回答書面に，

「この前提での比較は不適切でした。」などと，被控訴人従業員によっ

て，被告商品のオリゴ糖の配合割合が１００％であることを前提に原5 

告商品と被告商品とを比較した説明がされたことが不適切であったこ

とを認める文言があることからも裏付けられる。そうすると，本件通

知書に対する回答である本件回答書面は，本件説明があったことを認

める内容であったと認めるのが相当である。したがって，本件通知書

及び本件回答書面はＡの供述を客観的に裏付けるものといえる。 10 

ｂ この点に関して被控訴人は，本件回答書面につき，事実を認めたも

のではなく，紛争を回避することを優先してとりあえず謝るという対

応をしたものにすぎない旨主張する。 

  しかしながら，上記認定のとおり，本件回答書面は本件通知書に記

載された事実関係につき，これを否定したり何らかの留保を付したり15 

することもせずに認めた上で，謝意を表しかつ再発防止を誓う内容で

ある。このような回答書を相手方に送付すれば，後日この紛争が訴訟

等の法的紛争に発展した場合に被控訴人が事実関係を認めていたこと

の有力な証拠として利用されることが容易に想定されるから，本件回

答書面の作成者が弁護士であることに鑑みると，被控訴人の上記主張20 

は不自然であるといわざるを得ない。そうすると，仮に，被控訴人が

紛争を回避することを優先して本件回答書面を作成したものであった

としても，それは，本件説明の内容等を認めた上で早期に何らかの紛

争解決を図ろうとしたものと評価するほかないというべきである。 

     したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。 25 

(ウ) 本件コメントによる裏付け 
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ａ 上記アの認定事実(キ)のとおり，本件コメントは，被控訴人従業員

が「オリゴ糖１００％」等の発言をしたことを認めるものであるとこ

ろ，本件記事が掲載される前々年の１１月に本件通知書及び本件回答

書面のやり取りがされたことからすれば，被控訴人は，本件説明があ

ったとする控訴人の主張を承知した上で本件コメントをしたものであ5 

り，本件回答書面と同様に，本件説明があったことを認める趣旨のコ

メントをしたものとみるのが相当である。そうすると，本件コメント

はＡの供述を客観的に裏付けるものといえる。 

 ｂ 被控訴人は，本件コメントにつき，本件コメントの内容から信用毀

損行為を認定することはできない，本件回答書面と同様に紛争を回避10 

することを優先した対応をしたものにすぎない旨主張するが，これら

の主張は，これまで検討したところに照らせば，いずれも採用するこ

とができない。 

(エ) 供述内容の合理性等 

ａ 証人尋問におけるＡの供述は，本件イベント全体の状況，被控訴人15 

ブース周辺の状況，被控訴人従業員とのやり取り等について，具体的

に説明しているものといえ，その内容に不自然，不合理な点は見当た

らないというべきである。 

ｂ 被控訴人は，Ａは控訴人の業務として本件イベントに参加したもの

であり，控訴人に有利な情報を恣意的に収集する可能性が高い旨主張20 

する。 

しかしながら，上記(ア)で検討したとおりのＡの参加目的からすれ

ば，被控訴人が指摘するような恣意的な情報収集をＡが敢えてするこ

とは考え難いというべきである。 

したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。 25 

ｃ また，被控訴人は，被控訴人ブース周辺にいたアフィリエーターの
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人数等につき，証人尋問におけるＡの供述内容には陳述書と異なる点

があり，供述内容にも不自然な点がある旨主張する。 

しかしながら，Ａは，被控訴人ブース周辺にいたアフィリエーター

の人数について，証人尋問においては５名ないし１０名程度であった

旨供述し（証人Ａ〔４，６，７頁〕），陳述書においては数人から１０5 

名程度としていたものであり（甲８５），陳述書と異なる内容の供述を

したとはいえない。また，上記アフィリエーターの人数に係るＡの供

述内容は，当日の入場者数やブース及び通路の位置関係等に照らして，

不自然，不合理な点があるとはいえない。さらに，本件説明に係るＡ

の供述内容についても，被控訴人従業員が本件説明をした状況やＡと10 

被控訴人従業員との間のやり取りの内容等を具体的に述べており，そ

の内容に不自然，不合理な点は見当たらないというべきである。 

したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。 

   エ 小括 

     以上によれば，平成２８年１０月８日に開催された本件イベントにおけ15 

る被控訴人従業員の発言（本件説明）は，控訴人の信用を毀損する行為に

当たるものといえる（本件信用毀損行為）。 

(2) 平成２９年６月３日及び同年９月２３日の本件各文書の配布（本件行為

５）について 

 ア 当裁判所も，原審と同様に，被控訴人が本件各文書を配布したことをも20 

って，控訴人の信用を毀損する行為に当たるとはいえないと判断する。 

その理由は，原判決２５頁４行目ないし５行目の「原告商品の品質が劣

っていることを述べるものとはいえず，」を「原告商品を名指しして被告商

品と対比し，原告商品の品質が劣っているなどと述べるものではないこと

を考慮すると，」に改めるほかは，原判決「事実及び理由」の第３の３(2)25 

（原判決２４頁２１行目ないし２５頁７行目）に記載のとおりであるから，
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これを引用する。 

イ この点に関して控訴人は，本件各文書が配布されたイベントに出展した

広告主のうち，被告商品と競合する高純度オリゴ糖食品を販売していたの

は控訴人のみであり，アフィリエーターを基準とすれば，本件各文書にお

ける「競合他社商品」等は原告商品以外には考えられない旨主張する。 5 

   しかしながら，前記のとおり補正して引用する原判決が説示するとおり

（原判決２４頁２１行目ないし２５頁７行目），本件各文書には，原告商品

を名指しして被告商品と対比する記載はされていない。また，アフィリエ

ーターがそのウェブサイト等において紹介する商品は，イベントに出展し

た商品に限定されるものではなく，類似の商品が広く紹介されるのが通常10 

であるといえる。これらの事情を考慮すると，イベントにおいて本件各文

書を配布されたアフィリエーターは，当該イベントにおいて被告商品の競

合品となるのが原告商品のみであったとしても，本件各文書における「競

合他社商品」が原告商品を意味すると認識するものとは必ずしもいえない

というべきである。 15 

   したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 

 ３ 争点③（控訴人の主張が信義則違反か。）について 

当裁判所も，原審と同様に，控訴人の主張は信義則に反するものではないと

判断する。 

その理由は，原判決「事実及び理由」の第３の４（原判決２５頁１２行目な20 

いし２６頁３行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。 

 ４ 争点④（損害の発生及び額）について 

原判決「事実及び理由」の第３の５（原判決２６頁５行目ないし３３頁２行

目）を次のとおり改める。 

(1) 本件品質誤認表示による損害 25 

ア 算定方法 
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(ア) これまで検討したとおり，被控訴人は，平成２６年７月から平成３

０年１１月までの間（以下「本件対象期間①」という。），本件品質誤認

表示をしたものであるところ，原告商品及び被告商品は，いずれもオリ

ゴ糖含有食品であり，市場における原告商品の占有率が一定程度あるこ

とからすれば，被控訴人の本件品質誤認表示によって，控訴人の営業上5 

の利益が侵害されたものと認められる。 

(イ) そして，不競法５条２項により，本件対象期間①において被控訴人

が本件品質誤認表示によって受けた利益の額が控訴人の受けた損害の

額と推定されるところ，同条項所定の侵害者が侵害行為により受けた利

益の額は，侵害行為を組成した物の販売に係る売上高から，その販売等10 

に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した利益の額をいい，

その利益の額の全額が損害と推定されるものと解される。 

(ウ) 以上を前提に，以下，本件品質誤認表示による控訴人の損害額につ

いて検討する。 

イ 被告商品の売上高について 15 

(ア) 証拠（乙３４）及び弁論の全趣旨によれば，本件対象期間①におい

て販売された被告商品の売上金額（消費税相当額を含まないもの）は，

別紙損害額計算表①の「売上金額（税抜き）」欄記載のとおり，合計１１

億０５７３万１５７２円であったと認められる。 

(イ) 控訴人は，上記(ア)の売上金額に消費税相当額を加算すべきである20 

旨主張する。 

しかしながら，控訴人が指摘する消費税法基本通達（甲６５）には，

「無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者

が収受する損害賠償金」については，「その実質が資産の譲渡等の対価に

該当すると認められるもの」として，例外的に消費税が課される旨が記25 

載されているものの，不正競争行為があったことを理由とする損害賠償



 

22 

金が直ちにこれに該当するものとはいえないというべきである。また，

本件において，控訴人が被控訴人から損害賠償を受けた場合に消費税が

課されることがあり得るとうかがわれるような資料等は存しない。そう

すると，控訴人の損害額を算定するに当たって，上記(ア)の売上金額に

消費税相当額を加算するのは相当でないというべきである（別紙損害額5 

計算表①の「消費税相当額」欄記載のとおり）。 

   したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 

(ウ) 被控訴人は，上記(ア)の売上金額から未収金である２２５１万６１

７９円を控除すべきである旨主張する。 

   しかしながら，上記未収金に係る被告商品はいずれも返品されていな10 

いことが認められるから（被控訴人の当審における陳述），被控訴人は購

入者に対してなお売買代金請求権を有しているところ，被控訴人におけ

る上記未収金の処理に係る事情が判然としないことからすれば，被控訴

人が顧客に対して上記未収金を請求し得る可能性をなお否定することは

できないというべきである。そうすると，控訴人の損害額を算定するに15 

当たって，上記(ア)の売上金額から上記未収金を控除するのは相当でな

いというべきである（別紙損害額計算表①の「未収金額」欄記載のとお

り）。 

したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。 

(エ) 以上によれば，本件対象期間①において販売された被告商品の売上20 

高は，別紙損害額計算表①の「売上高」欄記載のとおり，合計１１億０

５７３万１５７２円とするのが相当である。 

ウ 原価の控除について 

本件対象期間①において販売された被告商品の原価（原材料であるオリ

ゴ糖粉末のほか，包装，同梱スプーン，梱包用段ボール等の取得費用を含25 

む。）が，別紙損害額計算表①の「原価」欄記載のとおり，合計１億６６７
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０万１７２８円であることについては当事者間に争いがなく，この原価は

上記イの売上高から控除すべきである（各月の金額は，乙３９によって認

定した。）。 

エ 送料，支払手数料及び広告費の控除について 

  (ア) 総論 5 

   ａ 証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，インター

ネットを通じた通信販売によって商品を販売しており，被告商品は被

控訴人内において一定の販売実績を挙げているものと認められること

からすれば，被控訴人が被告商品を販売するに当たっては，一定の送

料，支払手数料及び広告費の支出が必要となるものといえる。そうす10 

ると，これらの費用は，被告商品の販売に係るものであると認められ

れば，上記イの売上高から控除すべき費用に当たるというべきである。 

ｂ また，証拠（甲６７）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，本

件対象期間①において，被告商品以外にも複数の商品を販売していた

ものと認められるところ，被控訴人が当審において提出した上記の各15 

費用に係る請求書等（乙８６，８８，８９，９１ないし９３，９７，

９８）には，被告商品に係る費用と被告商品以外の商品に係る費用と

が混在して記載されているものが存在する。そして，これらについて

は，被告商品に係る費用であることが不明であるから，上記イの売上

高からは控除することができないのが原則である。 20 

しかしながら，上記ａのとおりの被控訴人における商品の販売形態

や被告商品の販売実績等を考慮すると，上記の各費用の支出につき一

定の客観的資料が存在するにもかかわらず，被告商品に係るものであ

るか否かが特定できないからといって一切の控除を認めないこととす

るのは，被控訴人における被告商品の販売に係る実情に合致せず，相25 

当でないというべきである。 
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そこで，控訴人の損害額の算定において，被控訴人における商品の

販売形態や被告商品の販売実績等の実情を可能な限り反映するために，

被控訴人が提出した客観的資料において被告商品に係る費用と被告商

品以外の商品に係る費用とが混在して記載されている場合には，当該

客観的資料又はこれを被控訴人においてまとめた計算書（乙８５，８5 

７，９０）に記載された金額に，本件対象期間①における被控訴人内

の被告商品の売上割合１３．９％（乙９９の１の「構成比」欄記載の

割合）を乗じた額を，上記イの売上高から控除すべき費用として計上

するのが相当である（なお，後記(エ)ｄのとおり，ロジカドについて

は，これとは異なる売上割合の数値を用いることとする。）。 10 

ｃ なお，被控訴人が原審において上記の各費用の裏付資料として提出

した乙３６ないし３８は，いずれも被控訴人が表計算ソフトを用いて

作成した計算書にすぎず，控訴人がその信用性を争っていることから

すれば，これらをもって直ちに被控訴人の主張の裏付けとすることは

できない。 15 

ｄ 以上を前提に，以下，各費用について検討する。 

  (イ) 送料について 

ａ 証拠（乙８５，８６）及び弁論の全趣旨によれば，乙８６は，ティ

ー・エム・ロジスティクス株式会社が作成した本件対象期間①におけ

る配送料等に係る請求書であること，乙８５は，被控訴人が乙８６に20 

記載された費目から発送に関する費目（伝票発行手数料，出荷作業料

及びメール便料金等）を抽出してまとめた計算書であることが認めら

れる。もっとも，乙８６の記載内容からすれば，乙８６には，被告商

品に係る送料が含まれるものと推認されるものの，被告商品以外の商

品に係る送料も混在しているものとみるのが相当である。 25 

したがって，送料については，乙８５の「月額合計（円・税込）」欄
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に記載された金額に１３．９％を乗じた額を，上記イの売上高から控

除すべき費用として計上するのが相当である。 

ｂ 以上によれば，上記イの売上高から控除すべき送料の額は，別紙損

害額計算表①の「送料」欄記載のとおり，合計３６５９万３９００円

（各損害発生期間の計算において，１円未満は切り捨てた。以下同じ。）5 

とするのが相当である。 

  (ウ) 支払手数料について 

ａ 証拠（乙８７ないし８９）及び弁論の全趣旨によれば，乙８８は，

株式会社電算システムが作成した本件対象期間①におけるコンビニ決

済及び郵便振替の取扱手数料等に係る請求書であること，乙８９は，10 

株式会社ゼウスが作成した本件対象期間①におけるクレジットカード

決済の取引手数料等に係る明細書であること，乙８７の１及び２は，

それぞれ乙８８及び８９の記載を基に被控訴人が作成した計算書であ

ることが認められる。もっとも，乙８８及び８９の記載内容からすれ

ば，乙８８及び８９には，被告商品に係る支払手数料が含まれるもの15 

と推認されるものの，被告商品以外の商品に係る支払手数料も混在し

ているものとみるのが相当である。 

   したがって，支払手数料については，乙８７の１の「月額手数料合

計（円・税込）」欄に記載された金額及び乙８７の２の「月額仕入合計

（円・税込）」欄に記載された金額に１３．９％を乗じた額を，上記イ20 

の売上高から控除すべき費用として計上するのが相当である。 

ｂ 以上によれば，上記イの売上高から控除すべき支払手数料の額は，

別紙損害額計算表①の「支払手数料（電算システム）」及び「支払手数

料（ゼウス）」欄記載のとおり，それぞれ合計１７１７万１６００円，

合計１８６６万４７２４円とするのが相当である。 25 

  (エ) 広告費について 
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ａ Ａ８．ｎｅｔ 

  (a) 証拠（乙９０の１，乙９１）及び弁論の全趣旨によれば，乙９１

は，ファンコミュニケーションズが作成した本件対象期間①におけ

る広告費に係る請求書であること，乙９０の１は，被控訴人が乙９

１に記載された費目から「成果報酬」のうち備考欄に「ＰＧＩＤ：5 

００１」とされているもの及び「成果報酬コミッション」を，被控

訴人が抽出してまとめた計算書であることが認められる。また，証

拠（乙９１，９６）及び弁論の全趣旨によれば，乙９１には被告商

品以外に係る広告費も混在しているものの，乙９１の「成果報酬」

のうち備考欄に「ＰＧＩＤ：００１」と記載されているものは，被10 

告商品に係る広告費であると認められる。他方で，上記「成果報酬

コミッション」については，いかなる内容の費目であるかや被告商

品との関連性の有無が明らかではない。 

   したがって，Ａ８．ｎｅｔの広告費については，乙９０の１の「広

告費合計（円・税込）」欄に記載されている金額のうち「詳細」欄に15 

「ＰＧＩＤ００１」と記載されているものの合計額を，上記イの売

上高から控除すべき費用として計上するのが相当である。 

(b) 以上によれば，上記イの売上高から控除すべきＡ８．ｎｅｔの広

告費の額は，別紙損害額計算表①の「広告費（Ａ８．ｎｅｔ）」欄記

載のとおり，合計４６７２万１９３６円とするのが相当である。 20 

ｂ Ｙａｈｏｏ！ 

  (a) 証拠（乙９３）及び弁論の全趣旨によれば，乙９３は，被控訴人

の決算書の広告宣伝費部分であり，広告宣伝費の支出先企業名及び

各月に宣伝広告費として支出した金額が記載されていること，支出

先企業名にはＹａｈｏｏ！が含まれることが認められる。しかしな25 

がら，このような決算書の記載のみでは，いかなる内容の広告宣伝
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費であるかすら不明であり，上記イの売上高から控除すべき費用を

直接に裏付ける客観的資料とはいい難いから，乙９３を基に控除す

べき金額を算定することはできない。 

(b) 証拠（乙９８）及び弁論の全趣旨によれば，乙９８は，本件対象

期間①において被控訴人が利用していた四つのＹａｈｏｏアカウ5 

ントの利用履歴であること，それぞれのアカウント名は「【Ｈ】はぐ

くみ商品／はぐくみプラス【公式】：５４４４９７」（乙９８の１），

「【ＨＯ－０１】はぐくみオリゴ記事：１０７５９０６」（乙９８の

２），「【ＨＯ－０２】オリゴ糖：５４４８８３」（乙９８の３），「【Ｈ

Ｏ－０３】オリゴ糖／代理店【運用】：５４４７０１」（乙９８の４）10 

であること，キャンペーン名として「【ＨＯ】オリゴ糖」，「【ＨＯ】

ブランド名」，「【ＨＯ】便系」と記載されていること，「合計コスト」

欄に被控訴人が負担した広告費が記載されていることが認められ

る。これらのアカウント名及びキャンペーン名からすれば，乙９８

の「合計コスト」欄に記載されている金額は，いずれも被告商品に15 

係る広告費であるとみるのが相当である。 

したがって，Ｙａｈｏｏ！の広告費については，乙９８に記載さ

れているものの合計額を，上記イの売上高から控除すべき費用とし

て計上するのが相当である。 

なお，乙９８においては，被控訴人がＹａｈｏｏ！の広告費を負20 

担した時期及び金額が明らかではなく，他の資料（乙３８，９０の

４，乙９３等）によってもこれを特定することは困難であるが，広

告費は事業活動に伴って継続的に発生する費用であることを考慮

して，毎月３３万４１４１円（乙９８の合計額１７７０万９４９０

円を本件対象期間①の５３か月で除した額）が支出されたものとし25 

て計上することとする。 
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(c) 以上によれば，上記イの売上高から控除すべきＹａｈｏｏ！の広

告費の額は，別紙損害額計算表①の「広告費（Ｙａｈｏｏ！）」欄記

載のとおり，合計１７７０万９４７３円とするのが相当である。 

ｃ Ｇｏｏｇｌｅ 

(a) 乙９３を基に控除すべき金額を算定することはできないことは，5 

上記ｂで検討したとおりである。 

(b) 証拠（乙９７）及び弁論の全趣旨によれば，乙９７は，本件対象

期間①において被控訴人が利用していたＧｏｏｇｌｅアカウント

のうち，アカウント名が「００＿はぐくみプラス／公式」，又は「０

１＿はぐくみオリゴ／記事」であるものを抽出したものであること10 

が認められる。これらのアカウント名に加え，乙９７に記載されて

いるキャンペーン名からすると被告商品以外の商品が含まれるも

のとはうかがわれないことからすれば，乙９７の「費用」欄に記載

された金額は，いずれも被告商品に係る広告費であるとみるのが相

当である。 15 

したがって，Ｇｏｏｇｌｅの広告費については，乙９７に記載さ

れた各金額の合計６２４３万１００４円を，上記イの売上高から控

除すべき費用として計上するのが相当である。 

そして，この金額は，被控訴人が作成した計算書である乙９０の

５に記載された金額の合計と１円異なるのみであることからすれ20 

ば，広告費を負担した時期及び金額は，乙９０の５に記載されたと

おり認定するのが相当である（ただし，上記１円については，平成

２６年７月分の支出額から控除して計上することとする。）。 

(c) 以上によれば，上記イの売上高から控除すべきＧｏｏｇｌｅの広

告費の額は，別紙損害額計算表①の「広告費（Ｇｏｏｇｌｅ）」欄記25 

載のとおり，合計６２４３万１００４円とするのが相当である。 
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ｄ ロジカド 

  (a) 証拠（乙９０の２，乙９２）及び弁論の全趣旨によれば，乙９２

は，ソウルドアウト株式会社が作成した本件対象期間①における広

告費に係る請求書であること，乙９２には，商品名として「Ｌｏｇ

ｉｃａｄ／ＣＰＭ課金」，備考として「オリゴ糖用アカウント」と記5 

載されていること，乙９０の２は，平成２６年１０月分及び同年１

１月分を除き，乙９２の記載を基に被控訴人が作成した計算書であ

ることが認められる。もっとも，乙９２の記載内容からすれば，乙

９２には，被告商品に係る広告費が含まれるものと推認されるもの

の，被告商品以外の商品に係る広告費も混在しているものとみるの10 

が相当である。 

    そうすると，ロジカドの広告費については，乙９２による客観的

裏付けのある平成２７年１月分から平成２８年７月分までの合計

に，被控訴人内における被告商品の売上割合を乗じた額を算定すべ

きところ，他の広告費とは異なり，被控訴人がロジカドの広告費を15 

負担した期間が上記期間に限られることからすれば，乗ずべき上記

売上割合は，上記期間における売上割合の平均値３４．９３％（乙

９９の２の「構成比」欄記載の割合の平均値）とするのが相当であ

る。 

したがって，ロジカドの広告費については，乙９０の２の「広告20 

費合計（円・税込）」欄に記載された金額（ただし，平成２６年１０

月及び同年１１月分を除く。）に３４．９３％を乗じた額を，上記イ

の売上高から控除すべき費用として計上するのが相当である。 

(b) 以上によれば，上記イの売上高から控除すべきロジカドの広告費

の額は，別紙損害額計算表①の「広告費（ロジカド）」欄記載のとお25 

り，合計６６７万５２２７円とするのが相当である。 
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ｅ ラルーン 

(a) 証拠（乙９０の３，乙９２）及び弁論の全趣旨によれば，乙９２

は，ソウルドアウト株式会社が作成した本件対象期間①における広

告費に係る請求書であること，乙９２には，商品名として「ラルー

ン／ＬａｌｕｎｅＡｄｓ」と記載されていること，乙９０の３は，5 

乙９２の記載を基に被控訴人が作成した計算書であることが認め

られる。 

(b) しかしながら，上記のとおりの乙９２の記載のみでは，「ラルーン」

として記載されている金額について，いかなる内容の費目であるか

や被告商品との関連性の有無が明らかではない。そうすると，被控10 

訴人が主張するラルーンの広告費については，客観的資料による裏

付けを欠くというべきである。 

(c) 以上によれば，上記イの売上高からラルーンの広告費を控除する

ことはできないというべきである（別紙損害額計算表①の「広告費

（ラルーン）」欄記載のとおり）。 15 

   オ コールセンターの外注費の控除について 

(ア) 証拠（乙５０）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，コールセ

ンターを通じた販売を株式会社ＫＩＺＵＮＡに委託し，電話応対時間等

に応じて業務委託料を支払っているものと認められるが，コールセンタ

ーの業務内容や本件対象期間①において要した費用の額は必ずしも明20 

らかではない。 

(イ) そうすると，上記業務委託料を上記イの売上高から控除するのは相

当でないというべきである（別紙損害額計算表①の「外注費」欄記載の

とおり）。 

カ システム利用料の控除について 25 

(ア) 証拠（乙４９）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，被告商品
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を自社の電子商取引サイトにおいて販売するに当たり，商品代金の支払

について決済システムを利用し，決済件数に応じてシステム利用料を支

払っているものと認められるが，本件対象期間①において要したシステ

ム利用料の額については立証されていない。 

(イ) そうすると，上記システム利用料を上記イの売上高から控除するの5 

は相当でないというべきである（別紙損害額計算表①の「システム利用

料」欄記載のとおり）。 

キ その他 

被控訴人は，上記のほかにも，上記イの売上高から控除すべき費用に関

する主張をするが，いずれも採用することができない。 10 

ク 被控訴人が受けた利益の額 

以上検討したところによれば，被控訴人が本件対象期間①において被告

商品の販売により受けた利益の額は，別紙損害額計算表①の「限界利益」

欄に記載されたとおり，合計７億３３０６万１９８０円となる。 

ケ 推定覆滅事由及び覆滅割合について 15 

(ア) 判断枠組み 

不競法５条２項による損害額の推定は，侵害者による侵害行為がなか

ったとしても侵害者が受けた利益を被侵害者が受けたとはいえない事情

が認められる場合には，覆滅されるものと解される。 

(イ) 検討 20 

ａ 本件品質誤認表示に関する覆滅事由については，原判決２９頁１３

行目冒頭ないし３２頁９行目末尾のとおりであるから，これを引用す

る。 

ｂ 上記ａの事情によれば，被控訴人の本件品質誤認表示による被告商

品の販売数量の増加と，他のオリゴ糖含有食品の販売数量の低下，更25 

には原告商品の販売数量の低下との間には，それほど強い相関関係が
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成り立つとはいえない。 

しかしながら，他方で，本件品質誤認表示は約４年４か月にわたっ

て継続的に行われたものであることに加え，原告商品及び被告商品の

いずれもが，他の競合品の多くとは異なり，オリゴ糖の配合割合が高

いことを主なセールスポイントとする商品であり，より直接的な競合5 

関係にあったといえることを考慮すると，本件品質誤認表示が原告商

品及び被告商品の販売数量に一定の影響を及ぼしたことは否定し難い

というべきである。 

ｃ 以上の各事情を総合すると，本件品質誤認表示による損害額の算定

における推定覆滅の割合は，９１％とするのが相当である。 10 

   コ 本件品質誤認表示による損害の額 

以上によれば，本件品質誤認表示による損害の額は，別紙損害額計算表

①の「推定覆滅後の金額（９％）」欄に記載したとおり，合計６５９７万５

５７３円となる。 

  (2) 本件信用毀損行為による損害 15 

ア 算定方法 

(ア) これまで検討したとおり，被控訴人は，平成２８年１０月８日，本

件信用毀損行為をしたものであるところ，本件信用毀損行為が，アフィ

リエーターが参加した本件イベントにおいてされた行為であることを

考慮すると，その後のアフィリエーターによるブログ等の記事により，20 

同月から被控訴人が本件品質誤認表示をしていたものと認められる平

成３０年１１月までの間（以下「本件対象期間②」という。），本件信用

毀損行為が上記品質誤認表示と相まって原告商品の売上げに影響を及

ぼしたことは否定できないから，被控訴人の本件信用毀損行為によって，

控訴人の営業上の利益が侵害されたものと認められる。 25 

(イ) そして，不競法５条２項により，本件対象期間②において被控訴人
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が本件信用毀損行為によって受けた利益の額が控訴人の受けた損害の

額と推定される。 

イ 被控訴人が受けた利益の額 

本件対象期間②における被控訴人の売上高及び控除すべき費用につい

ては，上記(1)で検討したところと同様に算定すべきであり，その金額は，5 

別紙損害額計算表②の各費目欄に記載されたとおりである。なお，ロジカ

ドの広告費は，本件対象期間②においては支出されていない（乙９０の２，

乙９２）。 

したがって，被控訴人が本件対象期間②において被告商品の販売により

受けた利益の額は，別紙損害額計算表②の「限界利益」欄に記載されたと10 

おり，合計２億９２５２万８４８５円となる。 

   ウ 推定覆滅事由及び覆滅割合について 

    (ア) 上記アのとおり，本件信用毀損行為が，アフィリエーターが参加し

た本件イベントにおいてされた行為であることを考慮すれば，その後に

アフィリエーターが本件信用毀損行為の内容を基にした記事をブログ等15 

に掲載するなどしたことによって，原告商品及び被告商品の販売数量に

一定の影響が及んだ可能性を否定することはできない。 

しかしながら，他方で，本件信用毀損行為がされたのは本件イベント

当日に限られること，前記認定によっても，被控訴人従業員による本件

説明を聞いたのは，本件イベントに参加した２０００人超のアフィリエ20 

ーターのうち多くとも数十人程度にとどまること，本件信用毀損行為の

内容がアフィリエーターのブログ等の記事にどの程度反映されたかは不

明であることなどを考慮すると，本件信用毀損行為がされたことによっ

て直ちに上記の影響が生じるものとは考え難い。 

    (イ) 以上の各事情を総合すると，本件信用毀損行為による損害額の算定25 

における推定覆滅の割合は，９９％とするのが相当である。 
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   エ 本件信用毀損行為による損害の額 

以上によれば，本件信用毀損行為による損害の額は，別紙損害額計算表

②の「推定覆滅後の金額（１％）」欄に記載したとおり，合計２９２万５２

８０円となる。 

  (3) 控訴人の主張について 5 

ア 控訴人は，アフィリエーターの広告サイトにおける表示が消費者に重大

な影響を与えることを考慮すべきであり，被控訴人がオリゴ糖１００％以

外の点についても被告商品の特徴であると宣伝広告している点を覆滅の

根拠とすべきではない旨主張する。 

しかしながら，オリゴ糖含有食品市場における需要者は，商品を選択す10 

るに当たって，オリゴ糖の配合割合のみならず，他にどのような成分が配

合され，商品全体としてどのような効果を期待することができるのかを重

要な判断材料とするものと考えられることからすれば，被控訴人がオリゴ

糖１００％以外の点についても被告商品の特徴であると宣伝広告してい

る点は，覆滅事由として考慮すべきである。 15 

また，アフィリエーターの広告サイトにおける表示が，需要者に相当程

度の影響を与えることは否定することができないものの，他方で，同サイ

トを訪れた需要者は，必ず被控訴人のサイトを経由して被告商品を購入す

る仕組みとなっているのであるから，アフィリエーターの広告サイトにお

ける表示の影響力を過度に重視するのは相当でないというべきである。 20 

したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 

イ 控訴人は，乙５９に記載された１３商品は，需要者が着目する特徴にお

いて代替可能性のある商品ではないから，原告商品の競合品には当たらな

い旨主張する。 

しかしながら，オリゴ糖含有食品市場においては，商品の形態を問わず，25 

整腸作用をその主な効能の一つとして掲げている商品がほとんどである
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といえる（甲７２）。そして，上記市場においては，体に良いとされるオリ

ゴ糖を含むことそれ自体が，健康に良い商品を求める需要者のニーズに合

致する商品の特徴であるといえるのであるから，上記の各商品は，原告商

品と共通する特徴を有する競合品であるというべきである。 

したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。 5 

ウ 控訴人は，被控訴人が実施したアンケート結果を信用することはできな

い旨主張する。 

しかしながら，当該アンケートは，被告商品についての感想を広く求め

る趣旨のものであり，対象者や質問内容等に不当な偏りがあるとはいえな

いことからすれば，被告商品の購入者の購入動機を知るための一定の資料10 

になることは明らかであるといえる。 

したがって，控訴人の上記主張は，採用することができない。 

  (4) 小括 

以上検討したところによれば，本件における控訴人の損害額は，別紙損害

額計算表③記載のとおり，合計６８９０万０８５３円であると認められる。 15 

なお，不競法上の品質誤認表示及び信用毀損行為については，事後的にも

権利者による権利の設定又は利用許諾と類似の状況が生ずることは考えられ

ないから，この金額に消費税相当額を加えるのは相当でないというべきであ

る。 

５ 争点⑤（表示の抹消等の必要性）について 20 

  (1) 本件品質誤認表示について 

本件品質誤認表示に係る差止請求等が認められないことは，原判決２１頁

２５行目の「他方，」から２２頁１２行目末尾までのとおりであるから，これ

を引用する。 

(2) 本件信用毀損行為について 25 

ア 前記２で検討したとおり，本件イベントにおける被控訴人従業員の説明
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（本件説明）は，控訴人の信用を毀損するものといえる。 

しかしながら，本件説明は，一度のみされたことが認定されるにとどま

り，このほか，本件において，その後も同様の説明が繰り返しされている

など，将来において再び控訴人の信用を毀損する説明がされる蓋然性があ

るというべき事情は存しない。 5 

   イ したがって，本件虚偽事実の告知又は流布の差止めを求める控訴人の請

求は，理由がない。 

６ 結論 

以上によれば，控訴人の請求は，被控訴人に対し，６８９０万０８５３円及

びこれに対する遅延損害金（平成３０年２月分までは本件訴状の送達の日の翌10 

日である平成３０年３月２３日，それ以降の各月分については毎月末日を起算

日とする年５分の割合による遅延損害金）の各支払を求める限度で認容すべき

であるところ，これと異なる原判決は相当でない。 

よって，原判決を変更することとして，主文のとおり判決する。 

     知的財産高等裁判所第３部 15 

 

 

 

 

          裁判長裁判官                      20 

東 海 林       保 

 

 

 

             裁判官                      25 

中   平       健 
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             裁判官                      

都   野   道   紀 5 
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（別 紙） 

 

物 件 目 録 

 

   商 品 名  はぐくみオリゴ 5 

   名  称  オリゴ糖類食品 

   販 売 元  被控訴人 

以  上   
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（別 紙） 

 

信用毀損行為目録 

 

１ 「控訴人の販売するカイテキオリゴはオリゴ糖１００％じゃないが，被控訴5 

人の販売するはぐくみオリゴはオリゴ糖１００％であり，良品である」，「カ

イテキオリゴは糖度が低いので，はぐくみオリゴの方が品質が良い」との内容

又は当該内容と同趣旨の内容を告知又は流布する行為 

２ 「被控訴人の販売するはぐくみオリゴがオリゴ糖１００％であり，競合他社

商品との差別化ができる」との内容又は当該内容と同趣旨の内容を告知又は流10 

布する行為 

以  上   
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（別 紙） 

 

誤認表示目録 

 

 「オリゴ糖１００％」，「１００％オリゴ糖」，「純粋１００％オリゴ糖」，「純5 

度１００％」，「１００％高純度のオリゴ糖」，「オリゴ糖 １００ パーセント」，

「オリゴ糖 １００」，「１００％高純度」，「天然由来１００％オリゴ糖」，「濃

密な５種のオリゴ糖を独自ブレンドした自然由来１００％のはぐくみオリゴ」との

品質又は当該品質と同趣旨の品質の表示 

以  上   10 
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（別 紙） 

 

文 書 目 録 

 

１ 被控訴人が平成２９年６月３日に渋谷ヒカリエ／Ｈｉｋａｒｉｅ Ｈａｌ5 

ｌで開催されたＡ８Ｆｅｓｔｉｖａｌ２０１７ｉｎ渋谷において配布した「天

然由来１００％オリゴ糖にこだわり抜いたものは『はぐくみオリゴ』だけ」と

の記載がされた文書及び「オリゴ糖１００％」，「オリゴ糖１００％で作って

いるため，他社商品と差別化ができ」，「オリゴ糖１００％にこだわった商品

です。その点で競合他社商品との差別化を伝えることが出来るかが成果をアッ10 

プさせるポイントです」との記載がされた書面 

２ 被控訴人が平成２９年９月２３日に大阪ハービスホールで開催されたＡ８

Ｆｅｓｔｉｖａｌ２０１７ｉｎ大阪において配布した「天然由来１００％オリ

ゴ糖にこだわり抜いたものは『はぐくみオリゴ』だけ」との記載がされた文書

及び「オリゴ糖１００％」，「オリゴ糖１００％で作っているため，他社商品15 

と差別化ができ」，「オリゴ糖１００％にこだわった商品です。その点で競合

他社商品との差別化を伝えることが出来るかが成果をアップさせるポイント

です」との記載がされた書面 

以  上   



（別 紙）

H26.7～H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 合計

売上金額（税抜き） 982,478,979 18,157,051 16,238,861 14,673,350 14,257,405 12,889,512 13,544,503 10,836,712 12,113,248 10,541,951 1,105,731,572

消費税相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

未収金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売上高 982,478,979 18,157,051 16,238,861 14,673,350 14,257,405 12,889,512 13,544,503 10,836,712 12,113,248 10,541,951 1,105,731,572

原価 -149,267,384 -2,561,725 -2,296,659 -2,076,884 -2,015,097 -1,782,309 -1,925,594 -1,534,572 -1,710,197 -1,531,307 -166,701,728

送料 -29,553,813 -945,075 -1,135,932 -971,635 -965,571 -721,238 -662,968 -560,264 -537,732 -539,672 -36,593,900

支払手数料（電算システム） -12,428,787 -682,347 -533,124 -663,555 -581,837 -497,189 -445,880 -421,305 -440,462 -477,114 -17,171,600

支払手数料（ゼウス） -13,893,767 -621,632 -613,120 -608,825 -583,603 -533,809 -507,463 -423,237 -451,937 -427,331 -18,664,724

広告費（Ａ８．ｎｅｔ） -45,243,482 -215,709 -151,757 -217,253 -195,819 -53,913 -186,501 0 -210,606 -246,896 -46,721,936

広告費（Ｙａｈｏｏ！） -14,702,204 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -17,709,473

広告費（Ｇｏｏｇｌｅ） -51,770,317 -1,441,675 -1,403,360 -1,400,826 -1,141,193 -1,047,854 -1,476,153 -1,687,207 -632,393 -430,026 -62,431,004

広告費（ロジカド） -6,675,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,675,227

広告費（ラルーン） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外注費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

システム利用料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

限界利益 658,943,998 11,354,747 9,770,768 8,400,231 8,440,144 7,919,059 8,005,803 5,875,986 7,795,780 6,555,464 733,061,980

推定覆滅後の金額（9%） 59,304,959 1,021,927 879,369 756,020 759,612 712,715 720,522 528,838 701,620 589,991 65,975,573

損害額計算表①



（別 紙）

H28.10～H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 合計

売上金額（税抜き） 341,877,056 18,157,051 16,238,861 14,673,350 14,257,405 12,889,512 13,544,503 10,836,712 12,113,248 10,541,951 465,129,649

消費税相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

未収金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売上高 341,877,056 18,157,051 16,238,861 14,673,350 14,257,405 12,889,512 13,544,503 10,836,712 12,113,248 10,541,951 465,129,649

原価 -51,975,993 -2,561,725 -2,296,659 -2,076,884 -2,015,097 -1,782,309 -1,925,594 -1,534,572 -1,710,197 -1,531,307 -69,410,337

送料 -19,903,981 -945,075 -1,135,932 -971,635 -965,571 -721,238 -662,968 -560,264 -537,732 -539,672 -26,944,068

支払手数料（電算システム） -8,724,787 -682,347 -533,124 -663,555 -581,837 -497,189 -445,880 -421,305 -440,462 -477,114 -13,467,600

支払手数料（ゼウス） -8,859,404 -621,632 -613,120 -608,825 -583,603 -533,809 -507,463 -423,237 -451,937 -427,331 -13,630,361

広告費（Ａ８．ｎｅｔ） -9,235,440 -215,709 -151,757 -217,253 -195,819 -53,913 -186,501 0 -210,606 -246,896 -10,713,894

広告費（Ｙａｈｏｏ！） -5,680,397 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -334,141 -8,687,666

広告費（Ｇｏｏｇｌｅ） -19,086,551 -1,441,675 -1,403,360 -1,400,826 -1,141,193 -1,047,854 -1,476,153 -1,687,207 -632,393 -430,026 -29,747,238

広告費（ロジカド） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広告費（ラルーン） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

外注費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

システム利用料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

限界利益 218,410,503 11,354,747 9,770,768 8,400,231 8,440,144 7,919,059 8,005,803 5,875,986 7,795,780 6,555,464 292,528,485

推定覆滅後の金額（1%） 2,184,105 113,547 97,707 84,002 84,401 79,190 80,058 58,759 77,957 65,554 2,925,280

損害額計算表②



（別 紙）

H26.7～H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 合計

本件品質誤認表示による損害額 59,304,959 1,021,927 879,369 756,020 759,612 712,715 720,522 528,838 701,620 589,991 65,975,573

H28.10～H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 合計

本件信用毀損行為による損害額 2,184,105 113,547 97,707 84,002 84,401 79,190 80,058 58,759 77,957 65,554 2,925,280

～H30.2 H30.3 H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 合計

合計額 61,489,064 1,135,474 977,076 840,022 844,013 791,905 800,580 587,597 779,577 655,545 68,900,853

損害額計算表③


